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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一

部
改
正

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則

第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
雇
用
率
等
及
び
基
準
雇
用
率
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則

法
定
雇
用
障
害
者
数
が
一
人
以
上
で
あ
る
場
合
の
事
業
主
が
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
う
ち
最

第
五
項
に
規
定
す
る

に
つ
い
て
の
経
過
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

小
の
数
を
勘
案
し
て
定
め
る
数

第
二

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置



令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
分
と
し
て
支
給
す
る
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
額
及
び
納
付
す
べ
き
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
額

の
算
定
に
係
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


